
令和８年度雇用保険料率は以下のとおり変更になります。

＜令和８年度の雇用保険料率＞
（赤字は変更部分）

（枠内の下段は令和７年４月～令和８年３月の雇用保険料率）

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業につい

ては一般の事業の率が適用されます。


